








建設業者は、 請け負った建設工事

を施工する際には、 建設工事の施工

の技術上の管理をつかさどる、 主任

技術者又は監理技術者（以下I主任

技術者等Jという。） を配置しなけ

ればなりません（第26条）。

これに違反して、 主任技術者等を

置かなかったり、 無資格の者を配置

したときは、 15日以上の営業停止

処分を受けます。
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また、 主任技術者等は、 公共性のある工作物に関する重要な工事である場合には、 工事

現場ごとに専任の者でなければなりません。 これに違反した場合は、 指示処分を受けます。

主任技術者等と営業所の専任技術者との関係は

営業所の専任技術者は営業所に常勤し、 請負契約の締結にあたり技術面からサポ

ートすることが職務です。 それに対し、 現場の主任技術者等は工事現場において、

施工の技術上の管理をつかさどる者です。 よって、 原則としてこれらを兼任すること

はできません。

ただし、 特例として、 下記の要件を全て満たす場合には主任技術者等になることができます。

①専任を要しない建設工事（建設業法第26条第3項の適用を受けない建設工事）

＊基本的には、 工事一件の請負金額が3,500万円（建築一式工事である場合には7,000万円）

を超えない建設工事

②勤務する営業所において請負契約が締結された建設工事

③現場と営業所が近接し、 常時連絡をとりうる体制にあること

④所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

営業所の専任技術者について

建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、 建設工事に関する請負契約の適正な締結

及びその履行を確保するために、 各営業所ごとに許可を受けて営業しようとする建設工事について

一定の実務の経験文は資格を有する技術者を専任で置かなければなりません。
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営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要とされており、 雇用契約等により建設業者

と継続的な関係を有し、 休日その他勤務を要しない日を除き、 通常の勤務時間中はその営業所に勤

務し得るものでなければならず、 例えば、 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離に

あり、 常識上通勤不可能な者や他の営業所における専任の技術者となっている者などは「専任jと

は認められません。



発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、 建設工事の下請契約の請負代金

の総額が4,000万円（ただし、 建築一式工事は6,000万円）以上となった場合には、 公共、

民聞を問わず、 必ず、 施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。（第

24条の7)

これに違反して、 施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、 又は虚偽の施工体制台帳ま

たは施工体系図の作成を行ったときは、 7日以上の営業停止処分を受けることとなります。

公共、 民間ともに
作成しなければな
りません。

民間だから、
作成しなくても良い
と思ってました。

． 

※施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならない工事は、 特定建設業の許可が必要で

す。

また、 元請業者でなくても、 当該建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた場合は、 再

下請負通知を作成 ・ 提出しなければなりません。 施工体制台帳は、 所定の記載事項と添付書

類から成リ立っていますので、「元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類jとI再下請

通知の記載事項と添付書類jを併せた全体で、 施工体制台帳となります。
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建設業の許可を受けずに 、 軽微な

建設工事
※

1のみを請け 負うことを営

業とする者であることを知ったうえで、

500万円以上
※2

の請負契約を結んだり、

営業停止処分を受けてい る 者である

ことを知ったうえで、 下請契約を結

ぶと、 7日以上の営業停止処分を受け

ることになります。

このほかにも、 特定建設業の許可

を受けていない建設業 者であること

を知ったうえで、 政令で定める金額
※

3

以上の下請契約を締結すると、 7日以

上の営業停止処分を受けます。

※1 軽微な工事 とは

50 0万を
少し超えるけど、

無許可だけど、

建築一式工事にあっては、 1 500万円に満たない工事又は延べ面積が150m
2

に満たない

木造住宅工事。 その他の建設工事の場合にあっては、 500万円に満たない工事（建設業

法施行令第1条の2)

※2 建築一式工事の場合は、 1 500万円以上及び延べ面積が150m
2

以上の木造住宅工事
※3 政令で定める金額 とは

建設業の下 請金額の合計が、 建築一式工事においては 6   000万円、 その他の建設工事に

あっては4,000万円（建設業法施行令第2条）

ここで紹介したのは、 建設業を営む者として充分に理解し、 遵守したい 一般的な事項で す。

個別具体的な疑問やご意見等については、 以下のホ ームペー ジでご確認頂くか、 九州地方整 

備局建政部建設産業課までご相談下さい。

国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課

ペ

干812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館3階
TEL092-471-6331 （代表） 内線6144、 6148

ホ ー ム ー ジアドレス 九 州 地 方 整 備 局  http://www.qsr. m I it. go .jp/ 
九州地方整備局建政部 http://www.qsr. m I it. go .j p/n 国park/
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